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令和８年度 長浜市国民健康保険料率（案）について 

１ 令和７年度に比べ平均世帯で３．４％（6,598 円）引き上げます。 

（１）平均世帯（65 歳以上夫婦 2 人世帯、所得 140 万円）の年間保険料  

   令和８年度 ２０３，０７２円  

        

 

（２）令和８年度保険料率（案）              ＊（ ）は令和７年度の保険料率 

  医療保険 後期高齢者支援 介護保険 子ども・子育て 

所得割 ６．７０％ 

（６．７０％） 

２．６１％ 

（２．７２％） 

２．３４％ 

（２．３９％） 

０．２５％ 

 

均等割 

（１人あたり） 

２８，５００円 

（２７，５００円） 

１１，７００円 

（１１，４００円） 

１２，０００円 

（１１，５００円） 

１，２００円 

 

平等割 

（１世帯あたり） 

１９，３００円 

（１９，５００円） 

７，５００円 

（７，８００円） 

５，９００円 

（５，７００円） 

  ７４０円 

 

 

 

２ 保険料算定内容 

県が示す令和８年度標準保険料率で計算した平均世帯の保険料は、令和７年度長浜市保険 

料と比較すると、４．８％の引き上げを必要とします。被保険者の負担軽減のため、平均世 

帯で３．４％の引き上げとし、不足する財源２，５００万円は国民健康保険財政調整基金か 

らの取り崩し等で対応します。 

（保険料の上昇要因）  子ども・子育て支援金制度創設 一人あたり約３，２００円の増 

一人あたり医療費の増 ４．４％ 

 

３ 今後の見通し 

   医療費の上昇に加え、令和８年度に創設される子ども・子育て支援金は、令和１０年度まで

段階的に導入されることから、今後も保険料の増加が想定されます。令和９年度には県内保険

料率は統一されますが、急激な負担増とならないよう３年間の移行期間を利用し、財政調整基

金の範囲内で激変緩和を図り、令和１２年度を目途に統一保険料に移行していきます。 
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保険料率      県の示す標準保険料率  

R７市保険料率から ４.８％の増 

 

・所得割・・(前年所得－43 万円)×料率 ・医療保険、後期高齢者支援分・・被保険者全員が負担 
・介護保険分・・40～64 歳の被保険者が負担 ・子ども・子育て分・・被保険者全員が負担（18 歳未満は均等割免除） 
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国民健康保険特別会計会計名

令和８年度当初予算案　事業概要

（１）趣旨・説明

（単位：千円）

歳入 比較（A／B）
令和７年度

当初予算案　B
令和８年度

当初予算案　Ａ
増減（A－B）

　国民健康保険法に基づき、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障
及び国民保健の向上に寄与することを目的に、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に
関して必要な保険給付を行います。
　県から示された標準保険料率は、令和７年度に比べ平均世帯で４．８％の引き上げと
なりましたが、被保険者の負担軽減のため平均世帯で３．４％の引き上げとし、不足分
は長浜市国民健康保険財政調整基金を繰り入れることで対応します。
　なお、国民健康保険特別会計の規模については、令和7年度比で約0.05％の増となり
ます。

△ 49 0.94

財産収入 1,964

30,000 △ 5,000 0.83

（２）予算額

国民健康保険料 1.042,047,1112,124,998 77,887

繰越金 1 23,975 △ 23,974

25,000

17,02013,954 △ 3,066

国・県支出金 0.997,649,0267,608,306 △ 40,720

一般会計繰入金 1.00890,783890,041 △ 742

基金繰入金

諸収入 0.82

0.00

手数料 736

1,300 664 1.51

785

46,418 1.02

他会計繰出金 52,587 41,297 11,290 1.27

還付金 18,245 11,295 6,950 1.62

償還金 1 1

1,300

5,000

7,419,462

132,747

基金積立金 1.511,964

10,000

664

5,000予備費

保険給付費 0.997,362,671 △ 56,791

2.00

保健事業費 138,993139,009 16 1.00

保険事業費納付金 2,947,776 2,901,358

・特定健診事業　　　　　　118,352千円
　被保険者の生活習慣病の早期発見と健康の保持及び増進のため、特定健診受診率を高
めるよう受診者の健診自己負担の無料化やデータ分析による受診勧奨等を実施します。

・資格審査、保険給付事業等

・長浜市国民健康保険財政調整基金残高　　　257,265千円（令和７年度末見込）

歳入合計 10,665,000 10,660,000 5,000 1.00

歳出合計 10,665,000 10,660,000 5,000 1.00

0 1.00

歳出 比較（A／B）

総務費 0.94141,294

令和７年度
当初予算案　B

令和８年度
当初予算案　Ａ

増減（A－B）

△ 8,547

（３）主な事業・内訳
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長浜市国民健康保険特別会計 各予算科目の主な内容 

【歳入】 

国民健康保険料  

医療分＋支援分＋介護分＋子ども・子育て分の合計。医療分は保険給付費等、支援分は後期高齢

者支援金、介護分は介護納付金、子ども・子育て分は子ども・子育て支援金の支払いのために徴

収するもの 

国・県支出金  

①子ども・子育て支援事

業補助金 

子ども・子育て支援金制度導入に係る費用に対して１０／１０国が補

助するもの 

②保険給付費等交付金 

（普通交付金） 

都道府県化により、県が医療費の支払いに責任を持つことになったた

め、市が医療費を支払う財源として医療費相当額が交付されるもの 

③保険給付費等交付金 

（特別交付金） 

保険者努力制度分 

市町村の国民健康保険の運営状況を評価し、交付されるもの 

特別調整交付金分 

市町村の特別の事情に対して、交付されるもの（国による評価） 

都道府県繰入金２号分 

市町村の特別の事情に対して、交付されるもの（県による評価） 

特定健診分 

４０～７４歳の被保険者が受診した特定健診、特定保健指導に係る費

用に対して、２／３が交付されるもの 

④保険給付対策費補助金 
福祉医療助成に関する医療費波及分に係る保険者負担分に対し一定の

割合で県が補助するもの 

一般会計繰入金  

①保険基盤安定 
保険料の軽減の対象となった被保険者の保険料軽減分等を公費で補てん

するもの 

②給与費・事務費 国保事業に従事する正規職員の給与や必要な事務費。 

③財政安定化 地方交付税措置された国保財政健全化のためのもの 

④未就学児等軽減分 未就学児や産前産後期間の軽減分 

⑤福祉医療助成波及分 福祉医療助成に関する医療費波及分に係る保険者負担分 

基金繰入金  

財政調整基金積立にかかる繰入金 

繰越金  

前年度繰越金 

手数料            

保険料の督促手数料 

財産収入           

財政調整基金利子 

諸収入  

保険料の滞納に係る延滞金等 
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【歳出】 

総務費  

国保事業に従事する職員の給与費や事務費、国保連合会負担金、国保運営協議会の費用など 

保険給付費  

①療養給付費 診察、薬剤、治療費、入院時食事代など医療サービスの現物給付分 

②療養費 柔道整復師による施術やコルセットなどの補装具など現金給付分 

③高額療養費 
医療機関で支払った一部負担金が自己負担限度額を超えた場合に負担

するもの 

④審査支払手数料 診療報酬明細書(レセプト)の点検等に必要な経費 

⑤葬祭費 被保険者の死亡に対して５万円を支給 

⑥出産育児一時金 
被保険者の出産等に対し５０万円（産科医療保障制度の対象外の場合

は４８万８千円）を支給 

保健事業費  

①人間ドック助成 
人間ドック受診者に対し費用の半額（上限２万円、宿泊を伴う場合２万

５千円）を助成するもの 

②高額療養費貸付 医療機関等へ高額医療費の支払いが困難な場合に貸し付けるもの 

③特定健診等事業 特定健診、特定保健指導に係る費用 

保険事業費納付金  

①医療給付分 医療給付を支払う原資の一つとして、県が市から徴収する納付金 

②後期支援金等分 後期支援金等を支払う原資の一つとして、県が市から徴収する納付金 

③介護納付金分 介護納付金を支払う原資の一つとして、県が市から徴収する納付金 

④子ども・子育て分 子ども・子育て支援金を支払う原資の一つとして、県が市から徴収す

る納付金 

還付金  

保険料の還付金 

償還金  

国庫支出金の精算に係る返還金 

他会計操出金  

一般会計・湖北病院等への繰出金 

予備費  

予備費 

基金積立金  

基金利子積立金 
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令和 ８ 年度 

⾧浜市国民健康保険事業計画書(案) 
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１．計画の目的  

⾧浜市国民健康保険事業の適正な実施と持続的かつ安定的な財政運営を確保し、被保険

者の健康保持・増進を図っていくことを目的とします。 

 

２．基本方針  

  市町村が運営する国民健康保険は、被用者保険に比べて中高年齢が多く加入しているこ

とから医療費が増加する一方、無職者や高齢者など国民健康保険料の負担能力が弱い被保

険者の加入割合が高く、負担率が高いという構造的問題を抱えています。 

このような状況の下、国民皆保険制度を堅持し、医療制度を将来に渡り持続可能なもの

とするため、平成３０年度から県が財政責任主体となり、県と市町が共同保険者として国

保運営に取り組んでいます。 

また、滋賀県において、「第３期滋賀県国民健康保険運営方針」が策定され、その方針に

基づき「負担と給付の公平性」観点から、市町で担っている資格管理、保険給付、保険料

の賦課・徴収、保健事業等の各種業務について、平準化を進めて行きます。 

⾧浜市国民健康保険では、国民健康保険財政の健全化・安定化を図るため、次のとおり

重点施策を定めてその遂行に努めます。 

 

 

３．重点施策  

  令和８年度の国保事業の運営にあたっては、次に掲げる事業に重点を置いて取り組みま

す。 

（１）適用適正化の取組 

被保険者の的確な把握や早期適用等の資格の適正化に取り組みます。 

 

（２）保険料の適正な賦課と収納率向上の取組 

限りある財源で国保財政を運営するため、適正な賦課と収納率の向上に努めます。 

 

（３）医療費適正化の取組 

国保事業を運営する上で基本的事項であり、事業運営の健全化を図るため、医療費の

実態を把握・点検し医療費の適正な支出と抑制に努めます。 

 

（４）被保険者の健康づくりの取組 

「第３期⾧浜市国民健康保険データヘルス計画」に基づいて、被保険者の健康づくり

（発症予防）や疾病の早期発見による重症化予防など、関係機関との連携を図りながら、

総合的かつ効果的な保健事業に取り組みます。また、今年度に計画に掲げる目標の達成

状況及び事業の実施状況の中間評価を行います。 
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４．国民健康保険事業の現状  

（１）国民健康保険被保険者の状況 

  被保険者数は被用者保険の適用拡大や後期高齢者医療制度への移行により、減少傾向に

あります。その一方で、前期高齢者（65 歳以上）の加入割合は増加しています。今後も団

塊の世代が後期高齢者へ移行することにより被保険者の減少が想定されます。 

 

 第１表 国民健康保険被保険者数・世帯数（４月１日現在）         （単位：人） 

 
第２表 国民健康保険被保険者数の内訳（４月１日現在）           （単位：人） 

 
 

（２）国民健康保険事業運営の状況 

①決算の推移 

国民健康保険特別会計は、被保険者数の減少や高齢化、低い所得水準である一方で、保険

給付費は依然高水準であることから、極めて厳しい財政状況となっています。 

 

第３表 決算の推移                         （単位：千円） 

 

年度 市人口 国保被保険者 加入率 市世帯数 国保世帯数 加入率

2 117,403 23,892 20.4% 46,359 14,662 31.6%

3 116,444 23,399 20.1% 46,673 14,633 31.4%

4 115,464 22,780 19.7% 46,948 14,402 30.7%

5 114,524 21,792 19.0% 47,414 14,012 29.6%

6 113,297 20,835 18.4% 47,664 13,565 28.5%

7 111,807 19,805 17.7% 47,864 13,105 27.4%

年度 国保被保険者 内）前期高齢者 内）70歳以上 高齢化率（前期）

2 23,892 11,296 6,082 47.3%

3 23,399 11,379 6,563 48.6%

4 22,780 11,244 6,651 49.4%

5 21,792 10,751 6,409 49.3%

6 20,835 10,072 5,946 48.3%

7 19,805 9,477 5,244 47.9%

年度 歳入決算額 歳出決算額 収支差引額 一般会計繰入金

2 10,994,987 10,967,376 27,611 842,246

3 11,093,259 11,071,148 22,111 822,136

4 10,891,286 10,853,268 38,018 825,752

5 11,086,036 11,055,280 30,756 892,218

6 10,977,402 10,920,911 56,491 889,563
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②国民健康保険料の収納状況 

国民健康保険料の収納率は、口座振替の推進やキャッシュレス決済の促進、また、延⾧窓

口による納付相談を行い、令和 2 年度以降は 95％以上を維持しています。 

しかし、高齢者や無職者を多く抱える構造的な要因から、保険料（調定額）の所得割の増

加は期待できず、財源の確保は厳しさを増しています。 

 

 第４表 国民健康保険料の収納状況                 （単位：千円） 

 

 

③保険給付費の推移 

保険給付費の合計額は、ほぼ横ばいですが、一人当たりの医療費は令和２年度に新型コロ

ナウイルスの影響で前年度より減少しましたが、令和３年度以降は年々増加しています。国

保事業を安定して運営するためには一人当たりの医療費を抑制することが重要であり、医

療費の適正化対策や保健事業を実施し、引き続き医療費の抑制に努めます。 

 

 第５表 保険給付費の推移                     （単位：千円） 

 
※ その他は、出産育児一時金、葬祭費、審査支払手数料 

※ 前年度比較は、（当年-前年）／前年で算定 

 

 

 

 

 

 

年度 調定額 収納額 現年収納率 滞納収納率

2 2,482,960 2,192,946 95.28% 27.37%

3 2,317,550 2,063,222 95.88% 29.91%

4 2,149,724 1,933,647 95.83% 33.44%

5 2,236,160 2,053,291 96.10% 40.45%

6 2,219,647 2,034,172 95.81% 33.55%

年度 療養給付費、療養費 その他 合計 前年度比較

2 7,624,438 51,386 7,675,824 -3.2%

3 7,873,152 50,249 7,923,401 3.2%

4 7,725,576 51,518 7,777,094 -1.8%

5 7,737,981 47,383 7,785,364 0.1%

6 7,607,692 51,561 7,659,253 -1.6%
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第６表 一人当たりの医療費                    （単位：円） 

 

※ 前年度比較は、（当年-前年）／前年で算定 

 

 ④特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の推移  

特定健康診査の受診率は、新型コロナウイルスの影響で令和 2 年度に大きく低下し、県

平均を下回る状況が続いていましたが、令和 6 年度には前年度比で 3.7%上昇しました。 

今後も受診勧奨や費用無料化を継続し、受診率の向上に努めます。  

特定保健指導の実施率については、初回指導の分割実施や動機付け支援の委託ならびに

市の専門職による利用勧奨などを通じて、向上に努めています。令和 6 年度の保健指導実

施率は前年度を下回る結果となりましたが、「第 3 期⾧浜市国民健康保険データヘルス計画」

の目標値を達成しています。  

令和 8 年度も実施計画等に基づき、受診率と保健指導実施率の向上を目指します。 

 

 第７表 特定健康診査受診率・特定保健指導実施率の推移         

 

 

５．個別の事業計画  

（１）適用適正化の取組 

①年金資格による被保険者資格の喪失の届出の勧奨  

年金事務担当係が日本年金機構との間で締結しているシステムの情報を活用し、国民年

金第２号被保険者の資格喪失情報を利用して、喪失届出勧奨を行います。 

 

年度 ⾧浜市 前年度比較 県平均 前年度比較

2 375,589 -1.8% 351,147 -2.8%

3 395,023 5.2% 369,015 5.1%

4 406,241 2.8% 375,805 1.8%

5 418,895 3.1% 432,290 15.0%

6 432,214 3.2% 433,792 0.3%

年度
特定健診

県平均

特定健診

⾧浜市

前年度

比較

保健指導

県平均

保健指導

⾧浜市

前年度

比較

2 35.5% 29.4% 1.6% 35.6% 57.2% 8.7%

3 39.3% 37.1% 7.7% 34.9% 55.8% -1.4%

4 40.2% 36.4% -0.7% 33.4% 56.3% 0.5%

5 40.9% 36.1% -0.3% 34.4% 62.1% 5.8%

6 42.1% 39.8% 3.7% 34.0% 61.0% -1.1%
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②郵送による資格喪失届の推進 

 被用者保険の加入等で資格を喪失される届出を郵送により受付けることで被保険者の利

便性の向上を図ります。 

 

③マイナ保険証の制度周知と利用の促進 

令和 6 年 12 月から保険証の発行を終了し、マイナ保険証に移行したことから、引き続き

被保険者への制度周知に努め、国の示す計画に基づき、資格確認証や資格情報のお知らせの

通知の発行を適正に行います。 

 

（２）保険料の適正な賦課と収納率向上の取組 

①未申告者への指導 

適正な賦課・徴収を確保するため、税務課と協力し適正な所得の把握に努め、所得申告の

指導を行います。 

 

②外国人への対応 

外国人の納付理解を促進するため、ポルトガル語等の通訳の配置やタブレットによる翻

訳サービスを行うなど多言語に対応します。 

 

③口座振替やコンビニ収納およびスマホ等を利用したキャッシュレス決済の利用推進 

収入確保を図るため、新規加入者への受付窓口での納付勧奨やキャッシュレス決済の利

用案内、市広報誌による周知などあらゆる機会を通じて、口座振替制度やキャッシュレス決

済の利用を促進します。また、令和 8 年 9 月から地方税統一 QR コード（eL-QR）を利用

した電子納付を新たに開始します。 

 

④療養費等申請時の納付勧奨 

 未納者に対して、窓口等での療養費等の申請時に納付勧奨を行います。  

  

⑤延⾧窓口での納付相談の実施 

 木曜日に午後７時まで延⾧窓口を実施し、納付相談の機会を増やし納付指導を行います。 

 

⑥財産調査、実態調査の徹底と滞納処分の実施 

 滞納者の財産調査や実態調査を行い、滞納者に応じた滞納処分の執行に努めます。 

 

⑦特別療養費の支給 

  納付勧奨を経てもなお保険料の未納が⾧期間続いている滞納者には、療養の給付に代え

て特別療養費を支給します。 
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⑧子ども・子育て支援金の賦課・徴収 

   令和８年度から、子ども・子育て支援金を保険料に上乗せして徴収し、国に納付します。 

 

（３）医療費適正化の取組 

① レセプト点検の充実・強化 

医療費の適正化と抑制を図るため、国保連合会に業務を委託し、レセプトの資格や内容を

点検・審査を行い、保険者負担額の適正化に努めます。 

 

② 第三者行為の求償事務の実施 

国保連合会と連携して、レセプト点検により第三者行為による傷病を発見し適切な求償

を行います。 

 

③高額療養費申請勧奨の実施 

高額療養費支給要件該当者に高額療養費の勧奨通知を送付し申請を促します。 

 

④ 医療費通知の実施 

医療費の適正化、健康に対する認識等の啓発を図るため、年２回医療費通知を送付します。 

 

⑤ ジェネリック医薬品の利用促進 

被保険者負担の軽減、医療費の抑制を図るため、ジェネリック差額通知や希望シールの配

布等を行い、ジェネリック医薬品の利用を促進します。 

 

⑥重複・頻回受診者等の保健指導の実施 

重複・頻回受診者、重複・多剤投与者を対象に保健師等による訪問指導を実施します。 

 

（４）被保険者の健康づくりの取組  

① 特定健診の受診率向上 

・未受診者へ電話やはがきによる受診勧奨、また、新規国保加入者へ特定健診の案内を行

い、受診率の向上を図ります。 

・チラシ・ポスター・広告などにより、被保険者の健康意識を向上し、健診の更なる周知

と啓発を行います。 

・治療中患者情報の提供が可能な対象者に、治療中患者情報提供依頼を送付し、特定健診

受診率の向上を図ります。 

・職場健診等の健診結果の電子申請での提供を可能にし、受診率の向上につなげます。 

・地域づくり協議会や健康推進協議会など地域の団体とともに受診啓発を実施し、健康づ

くりの関心を高め、健診受診への機運の向上を図ります。 
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・商工会や商工会議所、薬剤師会や企業等と連携し、健診の受診啓発や情報提供を図りま

す。 

・総合健診の予約専用電話を設置し、予約窓口を一本化して予約しやすい環境を作りま

す。 

 

②がん検診の受診率向上  

・無料クーポン券の配布や電話や通知による受診勧奨を行い、がん発症リスクと予防（生

活習慣改善等）について啓発します。 

・地域団体等と連携して、定期的に検診を受ける習慣を身に付ける人を増やし、要精密検

査の対象者を確実に受診につなげます。 

 

③脳血管疾患、心疾患、腎疾患の重症化予防  

・訪問・面談による保健指導を行い、脳血管疾患・心疾患・腎疾患の基礎疾患である生活

習慣病予防対策を引き続き実施します。その中でも肥満対策及び高血圧対策を重点的

に行います。 

・対象者に電話や訪問による保健指導を行い、糖尿病性腎症重症化予防として、日頃から

自分の健康状態を把握し、予防を実践できる人を増やします。また、必要な人が医療機

関を継続受診するように支援します。 

 

④喫煙者や運動不足の人の減少  

・たばこによる健康リスクについて、がんや生活習慣病リスクだけでなく、COPD（慢性 

 閉塞性肺疾患）についても周知を行うとともに、保健指導時の禁煙対応や健康関連のイ 

ベントなど、各機会を活用し、市民が禁煙や受動喫煙防止を意識できる環境づくりを行 

います。 

・がん予防・心疾患・脳血管疾患予防のためにも、メタボリックシンドローム該当者・予

備群への保健指導を実施します。 

・メタボリックシンドロームや生活習慣病の予防として保健指導時における健康推進ア

プリ「ビワテク」の活用推奨や、アプリを活用したウォーキング事業の展開などを通し

て、運動を習慣とする人を増やします。 

 

⑤その他 

・人間ドック費用助成事業を実施し、疾病の早期発見、早期治療をすることにより、被

保険者の健康保持増進を図り、医療費の抑制に努めます。  
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〇主な国保事業の年間スケジュール 

４月  ○ 保険料率の決定 

○ 人間ドック助成事業受付（～12 月） 

 ○ ジェネリック差額通知（1 回目） 

5 月   ○ 特定健康診査受診券作成・発送 

6 月  ○ 保険料決定通知発送 

  ○ 特定健康診査開始（～2 月）  

7 月  ○ 資格確認書更新・発送 

 ○ 一部負担金限度額認定証更新（高額療養費関係） 

 ○ ジェネリック差額通知（2 回目） 

8 月   ○ 居所不明被保険者調査（8 月 1 日） 

 ○ 国民健康保険運営協議会 

9 月  ○ 重複多受診者訪問指導（～10 月） 

10 月  ○ ジェネリック差額通知（3 回目） 

 〇 COPD 啓発媒体の送付（喫煙歴のある方） 

12 月  ○ 医療費通知（１回目） 

1 月  ○ ジェネリック差額通知（4 回目） 

2 月  ○ 国民健康保険運営協議会 

 ○ 医療費通知（２回目） 

随時  ○ 納付書及び督促状、催告書の発送 

 ○ 財産調査及び滞納処分 

 ○ 保険料減免、非自発的失業者保険料軽減事務 

 ○ 被保険者資格適用適正化調査 

 ○ 高額療養費申請勧奨通知発送 

 ○ 療養費及び高額療養費支給、高額介護合算療養費支給 

 ○ 特定疾病療養受療証交付 

 ○ 出産育児一時金・葬祭費支給 

 ○ レセプト点検 

 ○ 特別療養費支給 

 ○ 不当利得返還請求（保険者間調整） 

 ○ 柔道整復施術療養費調査・分析 

  〇 特定健診受診勧奨 

  ○  喪失届出勧奨 

 ○  第３期データヘルス計画の中間評価 
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（単位：千円）

・中之郷診療所運営負担金　　　    20,133千円
・西浅井地区診療所指定管理料　    25,384千円
・浅井地区診療所指定管理料　　    41,482千円
・中之郷歯科診療所備品購入費　      7,014千円

基金繰入金 49,963 55,973 △ 6,010 0.89

歳出合計 156,000 152,000 4,000 1.03

（３）主な事業・内訳

基金積立金 6,035 6,219 △ 184 0.97

予備費 2,000 2,000 0 1.00

1.00

公債費（利子）

医療用機械器具費 7,389 634 6,755 11.65

8 9 △ 1 0.89

医療用消耗器材費 7,539 8,102 △ 563 0.93

医薬衛生材料費 200 250 △ 50 0.80

公債費（元金） 2,760 2,760 0

人件費 32,460 31,668 792 1.03

一般管理費 97,609 95,969 1,640 1.02

歳入合計 156,000 152,000 4,000 1.03

歳出
令和8年度当初予算案

Ａ
令和7年度当初予算

Ｂ
増減

（Ａ－Ｂ）
比較

（Ａ／Ｂ）

5,200 0 5,200 皆増

繰越金 2,000 2,000 0 1.00

雑入 2,119 1,417 702 1.50

26,432 2,512 1.10

一般会計繰入金 28,400 28,400 0 1.00

診療所手数料 1,439 1,445 △ 6 1.00

基金利子 6,035 6,219 △ 184 0.97

工事費 0 4,389 △ 4,389 皆減

会計名 国民健康保険特別会計（直診勘定）

令和8年度当初予算案　事業概要

（１）趣旨・説明

国民健康保険直営診療所において医療サービスを提供し、住民福祉の向上を図ります。
・浅井診療所、浅井東診療所、中之郷診療所（上丹生出張診療所、今市出張診療所）、
　にしあざい診療所（塩津出張診療所、菅浦出張診療所）の４医科診療所（４出張診療
　所）と中之郷歯科診療所の１歯科診療所を運営します。
・老朽化している中之郷歯科診療所のチェアユニットを更新します。
・中之郷歯科診療所のチェアユニット購入費用等について国民健康保険調整交付金の申
   請を行うため、国保特会繰入金が増加します。
・診療所の管理運営に係る収支不足を長浜市国民健康保険直営診療所管理運営基金から
　繰り入れます。
・地域の持続可能な医療体制を確保するため、一般会計から繰入を行います。

（２）予算額

歳入
令和8年度当初予算案

Ａ
令和7年度当初予算

Ｂ
増減

（Ａ－Ｂ）
比較

（Ａ／Ｂ）

診療報酬 31,900 30,114 1,786 1.06

市債

国保特会繰入金 28,944
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